
日程 受注者

　　　　　　　　　　（契約金額の40％以内）

30日以内

支払の要件

①工期の２分の１経過

　　　　　　　　　　　・認定請求書 ②工程表により工期の２分の１を経過

　　　　　　　　　　　・工事履行報告書 　するまでに実施すべきものとされた

　当該工事に係る作業が行われてい

原則 　ること。

７日以内 ③既に行われた当該工事に係る作業

　に要する経費が契約金額の２分の

　１以上の額に相当するものであること。

④既に前払金の支出が行われていること。

⑤部分払の支出がされていないこと。

　　　　　　　　　　　　　（契約金額の20％以内）

　　　　　　　　　　　　　・請求書

30日以内 　　　　　　　　　　　　　・中間前払金保証証書

　　　発注者

中間前金払制度フロー図

平成27年４月１日施行

契約締結（契約金額1,000万円以上かつ工期３月以上） 
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